
　　

法人名 件名 受付年月日 決定年月日 要した日数 1年超を要した理由

日本郵政公社 払込団体の不適正関係文書 H15.7.17 H17.12.15 868

(1)Ｈ15.9.19に相当の部分とについて約71,000枚を決定
(2)Ｈ15.12.25第2次分として約600枚を決定
(3)Ｈ16.3.8に第3次分として約1,000枚を決定
(4)Ｈ16.12.9に第4次分として約1,000枚を決定
(5)今回は第5次分
(6)最終期限Ｈ20.03.31

東北支社で行われた簡保の不正
契約の調査に関する文書

H16.1.9 H17.4.22 463
(1)Ｈ16.3.9に相当の部分について913枚を決定
(2)Ｈ17.4.22に残り約7,500枚を決定

近畿支社で行われた簡保の不正
契約の調査に関する文書

H16.1.9 H17.4.22 463
(1)Ｈ16.3.9に相当の部分について12枚を決定
(2)Ｈ17.4.22に残り約1,800枚を決定

○　法11条を適用している事案で開示決定までに１年超を要したもの（資料４）


